
 

令和５年第２回定例会 
予算決算常任委員会 

医療保健子ども福祉病院分科会 
  
 
 
 
 

《議案補充説明》 

１【議案第29号】 

  令和５年度三重県一般会計補正予算（第３号）について ・・・・・ １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年１０月２０日 
医 療 保 健 部 

説 明 資 料 



【議案補充説明】議案第 29 号 

 

１ 令和５年度三重県一般会計補正予算（第３号）について 

 

 議案第29号「令和５年度三重県一般会計補正予算（第３号）」に係る医療保健部関

係分は、一般会計で４億９，１９３万１千円の増額となっています。 

その内訳は以下のとおりであり、項目については、２頁の表に整理しています。 

 

（単位：千円） 

区   分 補正前の額 補正額 補正後の予算額 

第３款 民 生 費 80,138,602 257,350 80,395,952 

第４款 衛 生 費 78,517,429 234,581 78,752,010 

一 般 会 計 158,656,031 491,931 159,147,962 
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（項目一覧） （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の予算額 説　　　　　　　明

介護保険サービス事業
者・施設指定事業費

1,500,595 255,350 1,755,945 原油価格や物価が高騰する中、
法令等により負担限度額が定め
られており、費用を価格に転嫁
できない高齢者施設等に対し
て、食材費、電気・ガス料金及
びガソリン価格の高騰分の一部
を支援するための経費

外国人介護人材確保対
策事業費

43,180 2,000 45,180 外国人介護人材の受入れを促進
するため、県内の介護施設等に
おける受入状況や課題等の把握
に要する経費

80,138,602 257,350 80,395,952

医療機関等物価高騰対
策支援事業費

624,354 213,120 837,474 原油価格や物価が高騰する中、
法令等により負担限度額が定め
られており、費用を価格に転嫁
できない病院、診療所（医科・
歯科）、助産所及び施術所に対
して、食材費や電気・ガス料金
及びガソリン価格の高騰分の一
部を支援するための経費

医師確保対策事業費 561,700 1,500 563,200 連絡ネットワークを有する事業
者を活用し、県外で勤務する医
師・看護職員・薬剤師等を県内
への就職につなげるための情報
発信に要する経費

看護師等養成所運営費
補助金

233,855 530 234,385 原油価格や物価が高騰する中、
学生の経済的な負担の軽減及び
教育活動の継続を図るため、養
成所に対して電気・ガス料金の
高騰分を補助するための経費

歯科技工士確保対策・
資質向上事業費

11,716 2,149 13,865 原油価格や物価が高騰する中、
技工料が歯科診療所からの保険
診療に基づくため、費用に転嫁
できない歯科技工所に対して、
電気・ガス料金の高騰分の一部
を支援するための経費

薬事経済調査費 64,105 17,282 81,387 原油価格や物価が高騰する中、
法令等により負担限度額が定め
られており、費用を価格に転嫁
できない薬局に対して、電気・
ガス料金及びガソリン価格の高
騰分の一部を支援するための経
費

78,517,429 234,581 78,752,010

158,656,031 491,931 159,147,962

議案第２９号　令和５年度三重県一般会計補正予算（第３号）

項　　　　目

《民生費》

　（増額補正）

介護保険制度実施関係事
業費

民　生　費　計

《衛生費》

　（増額補正）

地域医療対策費

福祉人材確保対策費

衛　生　費　計

合　　　　　計

看護職員養成支援事業費

歯科技工士確保対策・資
質向上費

医薬品等安全対策費
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